
－消費生活相談－ 広報わのうち 1２月号 

ふれあいフェスタで啓発活動  

～アンケートから見る「食品ロス」の取り組み～ 

１０月５日(土)、６日(日)、ふれあいフェスタが開催され、環境コーナーの消費者啓発活動に

おいて『健康と環境のために「食品表示」をうまく活用し生活に生かそう！』をテーマにクイズ

とアンケートを行いました。２日間とも晴天に恵まれ、中学生ボランティアが元気に呼びかけし、

来場者へ PRしました。 

 食品にまつわる YES/NO クイズ  

皆さんは、ふだん食料品を購入する際、どんな表示内容に注目して商品選択をしているでしょ

うか？『食品表示』は、私たちが食品の内容を正しく理解して買う商品を選んだり、食品の安全

性を確認したりするために、食品表示法という法律で決められています。食品表示への知識を深

めてもらうため、今年は、来場者の方にクイズに挑戦してもらいました。 

 健康と環境のために取り組もう！ 食品ロスへの取組アンケートより  

 “健康増進の為、食べ物の無駄を無くす為、一人ひとりができることを実践していこう”とい

うことで皆さんに、下記の選択肢から複数回答で選んでいただきました。（ｎ=319） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界では貧困な国もあり十分な栄養がとれないな

どの格差があるなかで、食料資源の浪費、環境問題

にも目を向けて、「もったいない」という意識でゴミ

やムダを無くし、また、病気予防のためにも自分自

身や社会に対して、よい商品の選択ができるよう心

がけましょう。 

 

消費生活相談のことなら・・・ 

 岐阜県県民生活相談センター 

  058-277-1003 

 輪之内町消費生活相談窓口(住民課) 

  0584-68-0185 

 消費者ホットライン ☎188
い や や

 
[消費者コーナーの展示の様子] 

 

① 食材を買い過ぎない 

② 消費期限と賞味期限を理解する 

③ 上手な保存方法で長持ちさせる 

④ 旬の食べ物や産地を確認して選ぶ 

⑤ なるべくごみを出さない 

⑥ 賞味期限と消費期限を正しく理解する 

⑦ 栄養成分表示をみてバランス良い食事をとる 

食品ロスを減らすため、健康な食生活のために実践している（したい）ことは？ 


